
ホ
ン

に
特
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
図
に
言
ふ
。
天
一
っ
た
が
、
延
箆
八
年
泉
新
村
を
舗
地
と
し
て
之
に
移
一
坊
と
い
う
た
が
、
明
治
十
ご
年
七
月
寺
鋭
の
公
穏
を

E
十
七
年
九
月
十
八
日
附
道
下
の
三
郎
左
衛
門
に
宛
一
り
。
昭
和
の
初
め
妙
安
寺
ハ
妙
法
寺
・
安
立
寺
を
併
合
一
許
さ
れ
た
。

て
た
利
家
の
印
醤
に
、
『
櫛
路
八
よ
汁
輪
島
の
つ
ど
ら
一
し
た
る
も
の
〉
を
合
併
し
て
立
正
寺
と
改
め
た
。
一
ホ
ン
ヨ
ウ
ジ
本
興
寺
河
北
部
薬
師
に
在
っ
て
、

膝
』
と
あ
る
の
を
、
森
田
平
次
は
加
能
越
古
文
披
に
、
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
金
制
作
街
道
町
に
在
っ
て
、
一
日
謡
宗
に
臨
す
る
。
山
観
は
一
莱
山
。
天
授
三
年
ハ
永

櫛
比
庄
・
入
箇
本
郷
井
に
輪
島
の
意
に
解
し
て
ゐ
る
一
日
活
宗
に
鴎
し
、
鳳
築
山
と
践
す
る
。
京
都
本
能
寺
一
利
=
一
〉
来
迎
が
日
像
の
諮
跡
を
慕
う
て
建
て
た
所
で

が
、
実

E
十
七
年
九
用
サ
八
日
附
悶
回
無
右
衛
門
尉
一
の
開
基
日
隆
は
越
中
の
人
で
あ
っ
た
が
、
腿
永
廿
一
一
一
一
あ
り
、
加
賀
に
於
け
る
同
宗
の
本
山
と
し
て
、
京
都

宛
所
、
前
回
蕗
左
衛
門
尉
安
鑓
の
刊
書
に
、
『
櫛
比
荒
一
年
郷
里
高
閲
に
本
光
寺
を
創
め
た
。
そ
の
後
笛
寺
は
一
・
京
本
寺
に
屈
し
て
ゐ
た
。
本
興
寺
が
此
〈
の
如
き
地

屋
組
之
内
二
俣
川
』
と
あ
っ
て
、
八
箇
本
郷
た
る
ぺ
一
守
山
・
富
山
・
高
闘
に
興
じ
、
次
い
で
利
長
の
金
揮
に
一
位
を
確
保
せ
ら
れ
た
の
は
、
立
本
寺
三
代
日
器
開
の
時

き
荒
屋
が
、
笛
時
倫
櫛
比
庄
以
外
に
別
立
し
て
鹿
な
一
移
る
に
及
ん
で
地
を
泉
野
寺
町
に
受
け
、
後
小
・
京
野
一
で
あ
っ
た
が
、
後
永
正
九
年
一
乱
用
廿
六
日
六
代
日
俊

い
か
ら
、
矢
張
ち
櫛
兆
八
ヶ
は
櫛
比
庄
に
屈
す
る
八
二
に
轄
じ
、
鹿
安
三
年
今
の
卯
辰
に
奔
領
地
を
得
た
。
一
の
加
賀
に
下
っ
た
時
、
成
敗
の
保
々
と
偶
し
た
一
番

村
の
意
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
江
沼
郡
大
型
寺
な
る
山
，
一
世
奥
へ
、
併
衆
椛
方
申
に
訴
必
諭
容
を
生
じ
た
場
合

ホ
ン
ヨ
ウ
イ
ン
本
光
院
大
型
寺
務
烹
第
四
代
一
下
に
あ
っ
.
・
K
1
日
蓮
宗
に
臨
す
ろ
。
覚
永
十
九
年
不
一
に
は
、
限
被
繭
議
以
外
の
者
育
悉
〈
本
興
寺
に
曾
し
、

前
田
利
章
の
女
篤
姉
、
即
ち
高
家
前
回
伊
豆
守
長
毅
一
染
院
日
部
之
を
創
立
し
た
と
停
へ
る
。
一
衆
議
に
よ
っ
て
決
せ
し
め
、
若
し
繭
造
中
に
不
服
の

夫
人
の
法
脱
。
誇
し
〈
は
本
光
院
越
鶴
妙
寂
如
瑞
大
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
能
奨
郡
小
松
大
文
字
町
一
.
者
が
あ
れ
ば
、
即
ち
京
都
の
本
寺
に
事
情
そ
具
し
て
、

妨

。

一

・

に

在

っ

て

、

環

宗

西

波

に

臨

す

る

。

寺

記

に

、

天

台

一

そ

の

命

令

を

待

た

し

め

る

こ

と

・

為

し

た

。

次

い

で

元

ホ
ン
ゴ
ウ
ウ
ヂ
本
郷
氏
宮
地
諭
畏
亭
ご
年
に
一
宗
闇
満
寺
光
替
と
い
ふ
も
の
、
文
明
巾
蓮
如
に
鴎
依
一
組
三
年
八
月
三
日
、
月
行
事
智
積
院
日
悟
等
亦
追
加

富
樫
政
親
の
臣
に
、
本
郷
修
理
滋
春
親
・
本
郷
興
春
一
し
て
名
そ
鹿
思
と
改
め
、
後
前

m利
常
の
時
今
の
地
一
保
々
を
定
め
、
本
興
寺
そ
の
他
諸
寺
の
法
度
は
、
凡

坊
・
本
郷
駿
洞
な
ど
が
見
え
る
。
能
美
郡
本
江
の
人
一
に
移
っ
た
と
す
る
。
然
れ
ば
次
項
の
本
光
寺
と
源
を
一
ぺ
て
日
銭
の
時
に
於
け
る
が
如
く
な
ら
し
め
、
日
一
つ

で

あ

ら

う

。

一

閉

じ

〈

ず

る

も

の

で

あ

る

。

一

寺

領

及

び

寺

宅

選

定

の

件

に

就

い

て

論

告

し

た

。

ホ
ン
ゴ
ウ
ガ
ハ
本
郷
川
鳳
至
郡
に
在
っ
て
、
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
能
楽
部
小
松
本
折
町
に
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
奥
寺
路
島
郡
小
島
に
在
っ
て
、

水
源
を
菅
谷
領
山
か
ら
渡
し
、
木
住
ハ
今
山

mvで
山
一
在
っ
て
、
民
宗
東
振
に
題
す
る
。
寺
記
に
、
開
幕
一
随
一
日
蓮
宗
に
臨
し
、
永
除
去
年
日
憾
の
建
立
で
あ
っ
た

田
川
に
務
合
ふ
。
務
合
ま
で
の
流
程
ご
粁
七
許
。
一
恩
坊
謡
鹿
文
明
中
蓮
如
に
蹄
依
し
て
能
美
郡
八
幡
村
一
が
、
今
は
厳
絶
し
た
。

ホ
ン
ゴ
ウ
ザ
プ
ロ
ザ
Z

モ
ン
本
郷
三
郎
左
衛
門
一
に
創
建
し
た
が
、
慶
長
十
八
年
今
の
地
に
脚
じ
た
と
一
ホ
ン
ゴ
ウ
ジ
本
立
寺
珠
洲
郡
飯
町
郷
に
麗
す

臨
京
都
の
人
。
初
め
荒
屋
村
に
住
し
、
長
越
飽
及
び
一
あ
る
。
寺
臓
に
文
明
四
年
極
月
品
川
八
日
強
如
が
謹
随
一
る
郎
務
。
明
治
中
に
去
り
、
鹿
野
と
併
せ
て
野
々
江

前
回
利
家
の
震
に
周
旋
し
て
、
実
正
十
年
十
周
十
日
一
に
宛
て
た
消
息
が
あ
る
。
一
と
稽
し
た
0

・

利
家
か
ら
拾
或
俵
の
地
を
扶
持
せ
ら
れ
た
。
後
十
村
一
ホ
ン
ヨ
ウ
タ
本
光
寺
羽
咋
郡
地
関
町
に
在
つ
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
ア
ゲ
チ
マ
チ
本
光
寺
上
地
町
金

役
と
な
り
、
元
利
六
年
五
周
波
。
子
孫
亦
世
々
原
村
一
て
、
奨
宗
東
波
に
毘
す
る
。
一
様
の
萄
町
名
。
貞
享
ご
年
の
卯
辰
本
光
寺
由
緒
に
、

に
住
し
、
=
一
郎
左
衛
門
と
い
ひ
、
十
村
・
山
廻
等
を
勤
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
珠
洲
郡
膳
競
に
在
っ
て
、
一
前
回
利
長
の
越
中
高
岡
か
ら
金
襟
に
移
っ
た
時
、
笛

め
た
。
原
村
は
も
と
荒
屋
の
内
で
あ
っ
た
。
一
臨
調
宗
に
臨
す
る
。
貞
享
ご
年
の
由
来
替
に
、
建
立
一
寺
は
泉
野
寺
町
に
寺
地
を
受
け
た
が
、
そ
の
高
岡
よ

ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
光
寺
金
滞
桃
畠
町
に
在
っ
て
一
の
時
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
開
基
を
周
浦
和
筒
と
一
り
移
縛
す
る
こ
と
が
廻
れ
た
震
上
地
と
な
り
、
一
時

日
懇
宗
に
屈
し
、
源
入
山
と
践
す
る
。
承
臨
二
年
小
一
い
ふ
と
肥
す
る
。
一
卯
辰
山
の
地
子
地
に
居
旬
、
後
利
常
か
ら
之
を
拝
領

幡
宮
内
の
奥
カ
馬
杉
九
郎
兵
衛
の
護
起
で
、
光
要
院
一
ホ
ン
コ
ウ
ジ
本
鹿
寺
能
奨
郡
栗
禄
に
在
っ
て
、
一
し
た
と
。
本
光
寺
上
ヶ
地
町
は
印
ち
か
の
上
，
地
の
あ

日
建
が
閉
山
と
な
っ
た
。
初
め
寺
地
は
六
斗
林
に
あ
一
員
宗
東
涯
に
臨
す
る
。
も
と
岡
部
木
場
に
属
て
本
民
一
る
所
で
、
越
管
賀
三
州
志
来
図
概
閲
覧
附
録
に
載
せ
る

七
六
二

亭
和
三
年
の
町
附
に
は
、
六
斗
林
の
小
名
に
そ
れ
を

起
し
て
あ
る
。

ホ
ン
コ
ウ
ジ
マ
チ
本
光
寺
町
金
揮
の
麓
町

8
0

野
町
光
事
寺
の
南
側
な
る
小
絡
を
い
ひ
、
務
政
中
本

光
寺
の
門
前
地
で
あ
っ
た
。
明
治
四
年
四
周
門
前
地

を
陵
し
、
町
名
を
桃
畠
町
と
定
め
た
。

ホ
ン
ゴ
ウ
テ
イ
本
郷
邸
江
戸
の
加
賀
務
邸
で
、

前
回
邸
と
も
、
上
野
別
壁
と
も
い
ろ
た
。
三
諮
問
蓄

に
、
制
問
邸
前
商
は
本
郷
町
を
界
ひ
、
後
背
は
不
忽

池
を
界
ひ
て
撤
町
四
方
と
記
し
た
の
は
、
即
ち
こ
の

三
名
一
所
で
あ
る
こ
と
を
寵
す
る
0
.
而
し
て
之
を
紳

mと
属
す
る
の
は
、
邸
内
の
一
部
湯
島
郷
に
臨
し
、

そ
の
湯
島
援
は
、
櫛
田
よ
り
移
さ
れ
た
静
岡
明
耐
の

銀
座
す
る
所
で
あ
る
般
で
あ
る
と
言
は
れ
る
。
本
郷

邸
は
、
初
め
大
久
保
期
模
守
忠
隣
の
鴎
る
所
で
あ
っ

た
が
、
麗
長
十
九
年

E
n忠
隣
連
記
の
後
援
地
と
な

り
、
次
い
で
前
回
利
常
之
を
得
て
下
屋
政
と
し
た
。

そ
の
賜
邸
の
年
紀
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
越
登
賀
三

州
志
衆
国
税
貿
は
元
和
ご
三
年
の
頃
と
す
る
。
併
し

富
時
は
僅
か
に
守
衡
の
小
宮
を
置
き
、
そ
の
空
地
に

茶
樹
を
栽
ゑ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
ご
年
に
至

っ
て
鱗
ら
す
に
木
柵
脅
以
で
し
た
。
翌
年
利
常
の
子

利
次
・
利
治
・
諸
公
女
及
び
生
母
穣
麗
院
の
箆
に
密
室

を
設
け
、
金
滞
よ
り
移
っ
て
こ
L
に
住
ま
は
せ
た
。

叉
邸
内
に
多
〈
長
屋
を
密
み
、
辰
口
上
邸
附
近
小
田

原
町
・
メ
ツ
タ
町
に
僑
寓
し
た
徹
臣
を
悉
く
牧
容
し

た
。
阪
に
し
て
徳
川
秀
忠
・
家
光
二
人
臨
邸
の
内
命

が
あ
っ
た
の
で
、
新
殿
の
興
遣
に
着
手
し
、
六
年
に

支
っ
て
成
旬
、
将
軍
は
四
月
廿
六
日
、
前
勝
軍
は
悶

周
廿
九
日
を
以
て
駕
を
在
げ
た
。
東
武
貫
録
等
に
之

を
記
し
て
上
野
の
別
露
と
い
」
は
、
笛
時
辰
口
を
上

屋
数
と
し
、
こ
の
邸
を
下
屋
敷
と
し
た
が
鑓
で
あ

る
。
九
年
十
二
局
サ
九
日
辰
ロ
邸
類
焼
し
た
。
時
に

h
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